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第二期近江八幡市子ども・子育て支援事業計画について 

（概要） 
 

１ 計画策定の背景 

人口減少、少子高齢化の進行、核家族世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用の増

加や女性の就業率の高まりなど、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、放課後

の子どもの居場所づくり、子育ての孤立化、子どもの虐待、子どもの貧困などへの対

策など、さまざまな課題への対応が求められています。 

こうした状況の中、国では、平成 27 年の「子ども・子育て支援法関連３法」の施

行以降、「保育士確保プラン」や「日本一億総活躍プラン」による保育士の確保、処遇

改善を目指しており、また、平成 29 年の「子育て安心プラン」では令和２年度末ま

でに全国の待機児童を解消、女性の就業率 80％に対応できる受け皿の整備を掲げてい

ます。さらに、平成 31 年２月の子ども・子育て支援法一部改正に伴い、同年 10 月

より、幼児教育・保育の無償化が実施され、子どもや子育て家庭を支援する新しい制

度の構築を進めています。こうした制度を構築し、推進する上で、子どもを権利の主

体と位置づけながら「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すことが基本と

なっています。 

本市においても、国の動きや社会の動向を踏まえ、子ども・子育て支援法第 61 条

に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、令和２年度から令和６年度

までの５年間を計画期間とする「第二期近江八幡市子ども・子育て支援事業計画」を

策定し、教育・保育及び地域子育て支援事業を提供する体制の整備と子どもの健やか

な育ちと保護者の子育てを地域全体で支援する環境の整備に取り組みます。 

 

 

２ 子ども・子育て支援事業計画とは 

子ども・子育て支援法第 61 条に基づく子ども・子育て支援事業計画として、すべ

ての子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者を支援するとともに、地域社会が一体

となって子ども・子育て支援を推進するものです。 

(１) 目的及び役割 

（内閣府子ども・子育て本部「子ども・子育て支援新制度について」（平成30年５月）） 

○ 「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指します。 

○ 一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障します。 

○ 乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者の関わりや、質の

高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障します。 

○ 幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給からその確保策を計

画します。 
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３ 子ども・子育て支援法に定められた基本指針の改正等の動きについて 

（１）基本指針の改正方針① 

子育て安心プラン等を踏まえ、平成３０年４月１日に改正済。 

➣ 添付資料「子育て安心プラン等を踏まえた基本指針の改正（平成 30 年３月 30

日告示・４月１日施行）」 

 

（２）基本指針の改正方針② 

児童福祉法改正の反映等を踏まえ、令和元年６月を目途に予定しています。 

➣ 添付資料「基本指針の改正方針案について（平成 31 年１月 28 日 子ども・子

育て会議資料）」「児童福祉法等の一部を改正する法律の概要（平成 28 年 5 月

27 日成⽴・6 月 3 日公布）」 

 

（３）少子化克服戦略会議の提言 

少子化対策を検討するため、内閣府特命担当大臣の私的諮問機関として設置された

少子化克服戦略会議の提言では、「国民一人一人が、子供や子育て世帯をやさしいまな

ざしで包み込み、その温かみを皆が実感できる社会をつくっていくことが次世代への

責任と感じるよう、少子化の克服に向けた国民の意識喚起を図り、更なる少子化対策

の強化に向けた継続的な取組の展開を期待する」と結ばれています。 

➣ 添付資料「少子化克服戦略会議提言」 

 

（４）新・放課後子ども総合プラン 

放課後児童クラブと放課後子供教室整備の推進を目指すこととされています。 

➣ 添付資料「新・放課後子ども総合プラン」 
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４ 計画の期間 

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画は、第１期計画を引き継ぎ、令和２年度

から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

 

平成 27 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和 11 年度 

         

計画実行 

・進捗管理 

次計画 

策定準備 
計画実行・進捗管理 

次計画 

策定準備 

計画実行 

・進捗管理 

次計画 

策定準備 

 

  

第２期子ども・子育て支援事業計画 
第１期 

子ども・子育て 
支援事業計画 

第３期 
子ども・子育て 
支援事業計画 
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地域福祉計画 

（社会福祉法第 107 条） 

子ども・子育て支援事業計画 

（子ども子育て支援法第 61 条） 

・・・・
 （老人福祉法第 20 条の 8、介護保険法第

117 条） 

・・・・障がい者計画障がい者計画障がい者計画障がい者計画    
 （障害者基本法第 11 条第 3 項） 

・・・・障がい福祉計画障がい福祉計画障がい福祉計画障がい福祉計画    
 （障害者総合支援法第 88 条第 1 項） 

・・・・障がい児福祉計画障がい児福祉計画障がい児福祉計画障がい児福祉計画    
 （児童福祉法第 33 条の 20 第 1 項） 

・・・・健康増進健康増進健康増進健康増進計画計画計画計画    
 （健康増進法第 8 条第 2 項） 

・・・・食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画    
 （食育基本法第 18 条第 1 項） 

・その他関連計画・その他関連計画・その他関連計画・その他関連計画    

子ども・子育て支援法 

『『『『子育て安心プラン子育て安心プラン子育て安心プラン子育て安心プラン』』』』

 

『『『『新・放課後子ども新・放課後子ども新・放課後子ども新・放課後子ども    

総合プラン総合プラン総合プラン総合プラン』』』』    

【 国 】 

【 滋賀県 】 

整合 

整合 

整合 

連携 

整合 

淡海子ども・若者プラ淡海子ども・若者プラ淡海子ども・若者プラ淡海子ども・若者プラ

ンンンン    

（子ども子育て支援

法第 62 条）    

総合計画 

５ 計画の位置づけ 

本計画は、国の「子育て安心プラン」「新・放課後子ども総合プラン」等の計画や方

針を踏まえ、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事

業計画」として策定します。 

また、総合計画や子ども・子育てに関連する分野の部門別計画の整合・連携を図る

とともに、平成 30 年４月１日施行の改正社会福祉法により、同法第 107 条において

福祉分野の上位計画として位置付けられた地域福祉計画とのさらなる整合・連携を図

ります。 
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６ 計画の位置づけ 

本計画は、学識経験者や市民代表、教育・保育関係者などで構成される、「近江八幡

市子ども・子育て会議」で検討・協議のうえ、策定します。また、教育・保育給付部

会、子ども・子育て支援部会の２つの部会を設け、個別の課題に対して、きめ細かく

審議を重ねていきます。 

さらに、就学前児童のいる世帯を対象とする「ニーズ調査」、小学生児童の保護者や

小学生児童を対象とする「アンケート調査」を実施するとともに、子育て支援者、子

育て支援拠点事業者等にヒアリングを行い、アンケート調査では得られない教育・保

育現場の課題や個別ニーズの把握に努めます。 

 

 

 

 

 

子ども子ども子ども子ども・・・・子育て支援事業計画策定の体制フロー図子育て支援事業計画策定の体制フロー図子育て支援事業計画策定の体制フロー図子育て支援事業計画策定の体制フロー図    
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本部員会本部員会本部員会本部員会 

・本部長（副市長） 

・本部員：全部長・室長 

⇒子ども・子育て支援事業

計画にかかる審議決定  

 

幹事会幹事会幹事会幹事会 

・幹事：関係課長等 

⇒子ども・子育て支援事業

計画にかかる協議 

 

市 長 

子ども子ども子ども子ども・・・・子育て会議子育て会議子育て会議子育て会議 
 
 

学識経験者、市民の代表、子どもの保護者の代表、 

子ども・子育て支援事業に従事する者（22 名） 
 
 
 

 

【本会議】【本会議】【本会議】【本会議】（子ども・子育て支援事業計画にかかる審議） 

・次世代育成支援後期行動計画の評価、検証 

・ニーズ調査結果の分析 

・事業計画素案策定 

 

【専門部会】（個別の課題の集中審議） 
 
◆教育・保育給付部会 

・学校教育・保育の確保方策 

・教育・保育の一体的提供 

・利用者負担  ・各種基準条例 
 
◆子ども・子育て支援部会 

・地域子ども・子育て支援事業の確保方策 

・放課後児童クラブの運営基準 

・社会的援助を要する家庭への施策について 

・ワーク・ライフ・バランスの推進について 

諮 問 

情報提供 

各各各各    課課課課    （関係機関）（関係機関）（関係機関）（関係機関）        幹事会・ワーキンググループ 

・妊娠、出産期から切れ目のない支援を行う体制 

・各課（関係機関）の事業の相互認識と連携 

答 申 

近江八幡市近江八幡市近江八幡市近江八幡市 

方針伝達 
意見交換 

情報提供 

①ニーズ調査①ニーズ調査①ニーズ調査①ニーズ調査 

ⅰ）就学前児童のいる世帯へのニーズ調査 

（子育て支援、教育・保育サービスの利用意向など） 

ⅱ）小学生児童の保護者や小学生児童を対象とするアンケート調査 

 

②ヒアリング調査②ヒアリング調査②ヒアリング調査②ヒアリング調査 

ⅰ）子育て支援者、利用者ヒアリング（課題、今後の意向など） 

ⅱ）関係課ヒアリング（現行事業の進捗、課題、展望など） 

基礎調査 

策定 

 

素 案 

策 定 
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委員構成 

検討事項 

・本部長 ・副本部長 

・本部員 


